
紹介手数料の返還制度について 

 

当社職業紹介による採用内定者が起算日（※雇用した日を起算日という） 3 ヶ月未満で、

自己都合により退職した場合は、当社は下記の通り紹介手数料を返還いたします。 

ただし、当該就職先の責（各種労働関連法令違反、就職先都合による解雇など）による退職 

の場合、手数料は返還しないものとする。 

 

1) 起算日から１ヶ月以上 2 ヶ月未満に退職した場合 ････ 30％ 

2) 起算日から２ヶ月以上３ヶ月未満に退職した場合 ････ 20％ 

 

上記いずれにつきましても、契約書および覚書等で別途定めた場合は、当該定めによりま 

すので、詳細は契約書・覚書等をご確認ください。 

 

許可番号 13－ユ－300474 

事業所の名称及び所在地 

株式会社ハートメディカルケア 

東京都千代田区神田神保町 2‐4 

太平電業第 2 ビル 5 階 


